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ソビエト占領下ドイツにおける州政府の
スポーツに関係する諸規定(1945-1949)

寳學淳郎

1，本稿の意図

本稿は、ソビエト占領下ドイツ（1945－－1949）におけるスポーツ改革を究明するための基

礎的研究である。ブランデンブルク、ザクセン、ザクセン・アンハルト、テユーリンゲン、メ

クレンプルクで構成され、後のドイツ民主共和国（以下東ドイツと略す）にほぼ継承されるこ

の地区は、ソビエト占領地区（So呵edsche　Besatzungs20ne、以下SBZと略す）と呼ばれた。

第二次大戦後、ドイツを四つに分割占領したアメリカ、イギリス．フランス、ソビエト連合国

の最高決定機関は、常設の四ヵ国外相会議であり、その下には連合国管理理寮会（Allied

Contrd　Commission、以下ACCと略す）が、さらにその下には各占領地区の軍政があった。

SBZの最高権力は、ソビエト軍政部（So呵e首sche　Mi1値radministradon　in　Deutschland、以下

SMADと略す｝が有していた1｝。

SBZにおけるスポーツ改革に関する従来の研究の多くでは、占領下という特殊な状況やド

イツ占領機構等を背景に、スポーツに関する法的規定としては、ACCやSMADによって出さ

れた規定が重視されてきた2）。

しかし、戦後ドイツの占領行政は占領当局によってのみなされたのではなく、ドイツ人も行

政に穣極的に関与していた3）。SBZにおけるスポーツ改革を究明する際にもドイツ側行政によ

るスポーツ政策という視点は重要と思われる。ドイツ側行政は占領権力のスポーツ政策にどの

様に対応し、ナチス期に濫用され、また戦争によって荒廃したスポーツをどの様に再建しよう

としたのであろうか。

本稿では中央政府不在のSBZにおいてドイツ側の最高権力機関であった州政府に着目した

い。この州政府のスポーツ政策を検討する際には、州政府のスポーツ政策主体の構造関係、各

主体の意図及びその変化なども明らかにする必要があるが、本稿では先ず、東ドイツが建国し

た1949年10月7日以前にSBZの各州政府によって出されたスポーツに関係する潴規定にっ

いて検討したい。それらの内容についてはザクセン州以外には明らかにされていないので4｝、

本稿では、ザクセン州以外の州政府よって出されたスポーツに関係する諸規定の内容を各州政

府の法令集を手懸かりに明らかにすること、そして、ザクセン州政府のものも含めてそれらを

整理・検討することを課題としたい，

メクレンブルク州の諸規定が1946年以後しかみあたらないこと及びザクセン・アンハルト

州ではヱ946年まではザクセン州の諸規定が有効とされていたことなどから、各州の法令集に

記載された諸規定の数や種類は異なるが、SBZにおけるスポーツ改革を究明するための一資

料を提示できると考えられる。
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ll．　SBZにおける州政府と社会・スポーツの状況

州政府のスポーツに関係する諸規定の内容を理解するために、ここでは先行研究等を胴い、

SBZにおける州政府及び社会・スポーツの状況について若干触れておきたい。

SBZでは1945年6月9日に設置されたSMADが同年7月9日に指令第5号を発し、同地区

5州の境界を設定するとともに、各自治機関の行政長官及び副長官を承認した。後に権力を有

するドイツ共産党（Kommunisdsche　Parte董DeutschlaEd、以下KPDと略す）は、この戦後最

初の州行政に一人も首班を送り込むことはなかったが、全州で内務、経済を担当する第一副長

官を獲得し、人事、警察を掌握することになった励。

1946年10月20日にSBZ全州で州議会選挙が実施されたが、1946年4月22日、23日に

KPDと社会民主党が合併して設立されたドイツ社会主義統一党（Sozialistische　Einheitspartei

Deutschla皿d、以下SEDと略す）にとってその選挙結果は満足のいくものではなかった。　SED

はザクセン、テユーリンゲン、メクレンブルクでは自由民主党、キリスト教民主同盟を合わせ

たより僅かに多くの票を獲得したものの、ザクセン・アンハルトとブランデンブルクでは後の

両党がSEDを大きくリードしたのである。その後SBZ全州に州行政が成立し州憲法が制定さ

れた。各州の首相には州行政長官が横滑りし、第一副長官には全員内務大臣が就任した。ザク

セン・アンハルトとブランデンブルクの議会ではSEDは過半数に達していなかったのに、

SMADの力添えで州政府の最蚕要のボス

トを占めることができたのである5，。　　　　　図1占領軍統治下のドイツ諸州（1945－1949）
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発展は、主にポツダム協定や1945年から1946年に出されたACC及びSMADの諸規定によっ

て規定された。ACCのスポーツに関する主な規定は、スポーツの非ナチ化（スポーツにかか

わるナチス期の諸法令の破棄、諸組織、団体の禁止・解散、関係者の排除）、そして非軍事化

（軍事的訓練、プロパガンダ、活動の禁止、関連する組織・団体・施設の活動、設立の禁止、

用具の制限）であり、解散される組織については財産の差し押さえを規定した。他方、SMAD

のスポーツに関する規定は禁止・解散されるスポーツ諸組織・団体の財産の差し押さえに関す

るものが主であった。このように統制的側面が多い中で、1945年12月17日に出されたACC

訓令第23号は、条件付きであるが地域的性格の非軍事的なスポーツ組織の存在を認めていた
X｝

oこのような状況下で始まったSBZにおけるスポーツの再建は、当初元労働者スポーツ連盟

のメンバーや国家社会主義体育連盟（NSReichsbund　f吐r　LeibesUbun8en、以下NSRLと略す）

のフェラインに属していた反ファシズムを志向するメンバーなど多様な考えを持つ者が参加し

た。これらのスポーツグループは、自治体のスポーツ局、青年局、体育局や反ファシズム青少

年委員会と結び付いていった10｝。

SMADやSEDのスポーツへの関与は当初からあったとされる。西側3地区と異なり、1945

年7月末という早い時期に戦前までのドイツスポーツの核とも言えるスボーツフェラインの禁

止という措置を明確に打ち出したSMADは、自治体に属する反ファシズム青少年委員会の、

また自由ドイツ青年同盟（Freie　D　eutsche　Jugend、以下FDJと略す）のスポーツ部設立以後

はFDJのスポーツを助成しようとしたのである11）。　FDJは1946年3月超党派の大衆団体とし

て設立されたが、実際にはKPDが圧倒的な影響力を持ち、他の大衆団体と同様、　KPDの後継

政党であるSEDの賛助団体となった。

冷戦の激化とともに、1948年になるとSMADのスポーツへの関与はさらに強まる。同年5

月SMADはSEDの指導部に党の規律の強化とともに、大衆団体の指導強化などを求め、スポ

一ツ分野ではその指導をFDJに委ねることを通知したのである12｝。しかし、　FDJにスポLッ

の全貴任を委ねることについてはSEDの内外にも反対があったので、同年8月FDJ中央委員

会議長と自由ドイツ労働組合同盟幹部会議長はすべての州と多くの郡にスポーツ委員会を設立

することを呼びかけ、同年10月それらを統轄するドイツスポーツ委員会及び州・郡スポーツ

委員会が設立された。

このようにSMADやSEDのスポーツへの干渉があったにもかかわらず、　SEDの権限が絶

対ではなかったこの時期には、スポーツ政策に関するSEDのイニシアチヴの相違などによっ

てSBZ5州のスポーツの発展には相違があったことや、　SEDのスポーツ政策に批判的勢力も

存在したことなどは先行研究によって既に指摘されている。例えば、5州の中で最も早く1946

年3月にスポーツの指導がFDJに委ねられたメクレンブルク州においても古くからのスポー

ツマン達はこのような方向性に幾分否定的であり、また、ザクセン州のキリスト教民主同盟の

党員はスポーツフェラインの設立を東ドイツが建国したユ949年まで要求し統けるなど、SED

の主導するスポーツ政策に批判的であった13〕。
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川．テユーリンゲン、ブランデンブルク、ザクセン・アンハルト、メクレンブル

ク各州政府のスポーツに関係する諸規定の内容

ザクセン州のスポーツに関係する諸規定については別稿において既に触れたが、他州との類

似、相違を検討するために重要と考えられるのでここでも述べておきたい。

ザクセン州法令集において、スポーツに関する最初のザクセン州の規定は1945年9月6日

の行政粛正に関する命令14）のように思われる。同命令はザクセン州の行政諸局からのナチス

の排除を規定した15）。ACCやSMAD以前にナチス期のスポーツ統轄団体であったNSRL関係

者とともに、ナチス期のスポーツにも重要な役割を果たした突撃隊（Schut2straffeln、以下SS

と略す）、親衛隊（SturmabteiIungen、以下SAと略す）、ヒトラー・ユーゲント（Hitler一

Jugend、以下田と略す）の関係者を排除すべき積極的なナチスとして明確に位置づけている

ことが特徴的である16｝。ナチス期にはナチスの政治目標に奉仕することになったNSRLと並

んで、多くのナチス組織が国民の身体育成に努めた。ナチスのSA、　SS、　HJなどがそれにあた

る。ナチスは1933年の時点で政治的に強大化したSSを武装解除し、党の奉f士的な事業団体

に再編するとともに、戦闘的な右翼団体や国粋義的な退役軍人の組織する鉄兜団をそこに糾合

し、二百万の構成員を擁する団体をつくりあげた。その際SSが重視した活動の一つが一般大

衆への「準軍事的スポーツ」ないしは「国防スポーツ」の奨励であった。

翌9月7日には反ファシズム青少年委員会設立に関する命令1ηが出された。同命令の中で

は、ナチズムが支配した12年間、「来るべき侵略戦争のために、青少年が精神的にも、また、

国防スポーツや野外演習によって身体的にも訓練されていた」1助ことが批判され、青少年から

ナチス的、軍国主義的思考を根絶することが第一の課題とされた19）。同命令の申で、スポー

ツは、演劇やダンスなどとともに、「真の生活の喜びを青少年に享受させることに役立つ」鋤

ものと肯定的な評価がなされている。そして、ソビエト当局の同意を得て、地方長宮、郡長、

市長管轄の教育局に青少年委員会専門の部局を設置すること、青少年活動に必要なスポーツ用

具・施設を利用させることなどが定められている21｝。その他、すでに存在する青少年委員会

を命令や実施規定によって改組することやすべての他の政治的、スポーツ的な青少年組織はソ

ビエト当局の命令によって禁止されているので、それらが存在する時、解散することなども同

命令は定めた麗，。

同日、青少年委員会設置命令に関する実施規定鋤が出された。同規定では、青少年委員会

の専門委員は、「青少年活動の経験があるものでなければならず、さらにでき，れば1933年以前

に反ファシズム青少年運動に従事したものが望ましい」鋤と規定された。青少年委員会は六つ

の部門（青少年指導者、1少女代衷者、文化担当者、反ファシズム宣伝活動担当者、企業活動・

労働配置担当者、スポーツ担当者）で構成されることとされ、スポーツ担当者は、「青少年の

スポーツ活動を組織し、その際いわゆる国防スポーツに類さないものを行うことに留意する」

251ことなどが定められている。また、同規定では、「青少年スポーツは幅広い階層の青少年を

反ファシズムの青少年活動に獲得することに役立つもの」廟とされ、サッカー、バレーボール、

体操、卓球・テニス、水泳、ボート、冬季スポーツ等の個々のスポーツ種目で練習時聞を定め、

スポーツ競技会の準備に取りかかるべきとされている2η。
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翌1946年1月21日の学校粛正命令に関する第二実施規定2δ｝では、教育部門の課題として

スポーツ大会の開催等があげられている鋤。

同年5月22日にはフェライン等の再調整働に関する命令が出された。その中ではすべての

フェラインの解散が指示された他、解散されたフェラインの財産の差し押さえやその受託者な

どが定められた3P。

1948年5月17日にはスポーツフィッシング組合などの解散に関する命令鋤が出された、同

命令はザクセン州に存在するスポーツフィッシング組合、スポーツフィッシング賃貸契約共同

体、以前のフィッシングフェラインを直ちに解散することなどを規定した鋤。岡命令で重要

と考えられるのは、同命令が、1945年12月17日のACC訓令第23号に基づいたものである

と記されていることである。上記でも若干触れた訓令第23号は、「ドイツにおけるスポーツの

制限と非軍事化」と題され、戦後ドイツにおけるスポーツ改革に関する従来の研究が最も重視

している規定の一つである。同訓令は、ドイツ降伏以前に存在したすべてのスポーツ的、競技

的、軍事的、準軍事的競技組織（クラブ、連盟、施設、その他の施設）のすべての活動の禁止、

及び遅くとも1946年1月1日までのそれらの解散、すべての軍事的、競技的組織の指導や継

統の禁止（特に、飛行訓練、パラシュートによる降下、滑空、フェンシング、軍事的、準軍事

的訓練や実演、火器による射撃などに適用）、すべての組織における軍事的及び軍亦的性格の

競技の練習の実施、及びその種の練習の指導の禁止などを規定する一方で、地域的性格の非軍

事的なスポーツ組織の存在も認めていた。しかし、それらのスポーツ組織の新設もクライスレ

ベルを越えないことが条件とされ、新設の認可権限は地区司令官に委ねられた34｝。このこと

からは1945年に発せられたACC訓令第23号が1948年5月のこの時点においてもなお有効で

あり、スポーツ活動する地域等が依然として強く制隈されていたことが窺える罰。

また、1948年11月16日にはスポーツ共同体登記に関する命令36｝が出された。同命令は、

解散されたスポーツフェライーン（Sportverein）に代わって新しくつくられるスポーツ共同体

（Sportgemeinscha血）に関するもので、「同州においてつくられるスポーツ共同体は内務省に

登録しなければならないこと」3ηや、所定の申請書にそのスポーツ共同体の指導者、会員数、

スポー7ツ種目（種類）を明記しなければならないことなどを定めている鋤。

以下では、ザクセン州以外の四つの州の政府によって出されたスポーツに関係する諸規定の

内容を州別にみていきたい。

1．テユーリンゲン州のスポーツに関係する諸規定

先ず、テユーリンゲン州のスポーツに関係する諸規定を通時的にみていきたい。

テユーリンゲン州法令集において、スポーツに関する最初のテユーリンゲン州の規定は

1945年7月23日のナチ分子の公的機関からの排除に関する法律39）のように思われる。同法は

テユーリンゲン州の公的機関から排除する対象者としてHJ、　SS、　SAを明記した4。，。ザクセ

ン州と同様ACCやSMADの諸規定に先立ちスポーツの非ナチ化が目指されているが、ザクセ

ン州の規定とは異なり、同法にはNSRLの関係者については明記されていない。同法の実施・

遂行命令は7月25日に出されている41〕。

同年10月9日にはナチス諸財産の没収及び差し押さえに関する法律鋤が出された。同法は　．

SMAD最高司令官の命令（日付、内容不明）に基づいて、　SS、　H∫、　SA関係者の財産を没収、
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差し押さえることなどを定めている43）。

また、同年11月20日には、SMAD最高司令官指令第工24号及び第126号の実施命令44，が

出され、二つの指令で定められた財産の差し押さえを11月中に徹底して送行することが指示

された45）。この指令第124号は同年10月30日に出され、SMADによって禁止、解散された

協会、クラブ、連盟などの財産の差し押さえ等を指示したものであり、翌10月31日に出され

た指令第126号は、ナチス、その諸機関、それと結び付いた諸連盟の財産はソビエト軍によっ

て差し押さえられることを規定し、そのリストにはNSRLを明記していた⑥。

1948年7月23日に出された青少年局の設立と課題に関する法律4ηでは、すべてのクライス

と都市の教育局に青少年局を設置することが定められるとともに、その課題の一つに青少年ス

ポーツ、青少年のヴァンデルン、ユースホステルの援助と監視が定められた㈹。同法は、教

育機関の指導や青少年教育を一元化することなどを定めたSMAD最高司令官指令第156号

（1947年6月20目）との関連で出されたものであった。

同年12月1日にはスポーツ共1司体登記に関する州警察命令49｝が出された。この内容は、同

年11月16日にザクセン州で出されたスポーツ共同体登記に関する命令の内容とほぼ同じもの

である働。

1949年1月28日には上述の青少年局の設立と課題に関する法律の実施命令51｝が出された、

その中では、自治体の教育機関の課題として、スポーツ施設、ユースホステルの設置、保持の

際の協力が定められるとともに、FDJの地域グループとFDJの児童機関として1948年12月

13日に設立されたユンゲ・ピオニールを州として助成することも定めている謝。

2．ブランデンブルク州のスポーツに関係する諸規定

次にブランデンブルク州のスポーツに関係する諸規定を通時的にみていきたい。

ブランデンブルク州法令集において、スポーツに関する最初のブランデンブルク州の規定は

1945年8月20日の青少年局の青少年委員会鋤という布告のように思われる。この中では、青

少年局に青少年委員会が設置されることの他、青少年団体はスポーツ的なものも含めてすべて

禁止されることが定められている54）。この禁止は、ザクセン州（同年9月7日）とともに、

S日Zにおいて時期的にはかなり早いものである。

同年10月20日にはナチス諸法令の廃棄茄⊃が、ナチス諸法令の廃棄を定めたSMAD最高司

令官指令第66号（1945年9月17日）、同指令第79号（伺年9月29日）に基づいて出された。

その廃棄するリストの中には、1936年に定められた珊法も明記されている駈｝。ナチス期には

このHJ法によって、ドイツに数多く存在した青少年団体はHJに吸収されるか解散したり非

合法になるしかなかったのである。

また同月24日には、ナチス諸組織の解散に関するSMAD最高司令宮指令第80号（1945年

9月17日）及びACC法令第12号（1945年10月10日）の関連で、ナチ諸組織の解散57）が州

政府によって命じられた。それには解散すべき団体を載せた法令第2号のリストが付記された

が、．その第43項目にはNSRLが明記されている鋤。

翌1946年8月26日には、水上スポーツに関する布告鋤が出され、漁業との関連でその練

習上の注意が指示されている㎝）。

同年12月9目には、1946年1月12日のACC訓令第24号の実施6ユ）が通達された52）。　ACC
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訓令第24号は、活動的なそして名目的な者以外のすべてのナチス党員を公職及び半公職から

追放することを指示した．この第10項目「強制追放・排除カテゴリー」にNSRLが明記され

たことによって、如何なる時代にあってもNSR上の役職にあった者はすべての公職、半公職、

私的企業の責任ある地位から排除されることになった⑬。

1948年1月15日に出された青少年局の設立と課題に関する法律倒）は、SMAD最高司令官指

令第225号（1946年7月26日）と同指令156号（1947年6月20日）を実施し、すべての膏

少年に関する業務を統一的に取り扱うことを目的としたものであったが、その中では、クライ

ス及び都市の青少年局の課題として、青少年スポーツ、ヴァンデルンの助成と監視などが定め

られている㈲。

翌1949年1月15日のクライスにおける地域レクリエーション実施に関する基本方針6且｝で

は、教育局の青少年助成の課題の一つとして、地域レクリエーションの実施が定められ、児

童・青少年のために、遊戯、スポーツ、ジムナスティックを実施することなどが定められた㌫の。

同年2月22日の芸術グループなどに関する布告68｝では、嗣年1月22日の諸団体の民主的

大衆団体への移管に関する命令を実施することが定められている鋤。同命令では地域に存在

するヴァンデルンのグループをFDJに組み入れることなどが規定されている働。

3．ザクセン・アンハルト州のスポーツに関係する諸規定

ザクセン・アンハルト州が州に昇格したのは1947年3月19日であり、1946年末までは、

ザクセン州の諸法令が有効であった。以下では、1947年以後のザクセン・アンハルト州のス

ポーツに関係する諸規定を通時的にみていきたい。

1947年以後のザクセン・アンハルト州法令集において、スポーツに関係する最初の規定は、

1947年3月19日の1919年以後に生まれた者の非ナチ化に関する法律7ユ｝と思われる。同法で

は1919年以後に生まれたナチス関係者について、その政治的、経済的生活の同権等を保障す

る旨が遜知されたが、SAやHJ関係者の一部についてはその例外と規定されたη）。

同年6月13日の水上スポーツに関する警察命令招，では、水上スポーツに関係する用具の登

記などが定められている鋤。

また、同年10月7日には、州内務省が布告75｝を発し、ACC訓令第24号、岡訓令第38号に

関連するSMAD最高司令官指令第201号に基づいて、非ナチ化の実施を通達した7研。1946年

10月12日に発せられたACC訓令第38号では、戦争犯罪人、軍国主義者、ナチスの逮捕、処

罰が具体的に規定され、NSRLの指導者やすべてのスポーツ領域の指導者は亟罪の対象として、

すべての役職にあった者及び重罪のグループに属さない者は有罪の対象者として入念に検査す

ることを定めていた7η。1947年8月16日のSMAD最高司令官指令第201号は、上述のACC

訓令第24号及び第38号の適罵に関する規定である78｝。

1948年2月5日には青少年局の教育機関への移管に関する命令四）が出され、SMAD最高司

令官指令第156号に基づいて、青少年局を教育局に移管することなどが定められた8°｝。1947

年6月20日に発せられた指令第156号は、教育機関の指導や青少年教育を一元化するために、

青少年委員会の所轄を社会局から教育局に移管することなどを定めていた鋤。

翌1949年1月28日にはスポーツ共同体登記に関する警察命令働が出された。この内容は、

上述したスポーツ共同体登記に関するザクセン州の命令（1948年11月16日〉、テユーリンゲ
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ン州の命令（1948年12月1日）の内容とほぼ同じである働。

同年5月14日には、上述した青少年局の教育機関への移管に関する命令の第一実施規定餌）

及び第二実施規定絢が出された。第一実施規定では、青少年助成部門の課題の一つとして、

青少年スポーツ、青少年のヴァンデルン、ユースホステルの援助と管理が定められε5〕、第二

実施規定では、自治体の教育機関の課題として、スポーツ施設、ユースホステルの設置、保持

の際の協力の他、FDJの地域グループ及びユンゲ・ピオニールの州としての助成などが定めら

れている圃尊。第二実施規定のスポーツに関する事項は1949年1月28日のテユーリンゲン州

の命令のものと類似している。

4．メクレンブルク州のスポーツに関係する諸規定

メクレンブルク州のスポーツに関係する規定は、以上の4州と比べて葬常に少ない。メクレ

ンブルク州の諸規定が19妬年からしかみられないことも関係すると思われるが、その明確な

理由については不明である。以下ではメクレングルク州のスポーツに関係する諸規定を通時的

にみていきたい。

メクレンブルク州法令集において、スポーツに関係する最初の規定は、1946年6月19日の

ACC法令第23号の実施に関する命令8邑｝と思われる。同命令では、ドイツにおける軍事施設

（飛行艇基地、射撃・訓練施設を含む）の使用の禁止を定めたACC法令第23号（1946年4月

10日）を遂行することが定められた鋤．

肩年8月16日にはSMAD最高司令官指令第124号、第126号に基づき、法令第4号鋤が出

され、ファシストや戦争犯罪者の財産を一時的に州に移管することなどが定められている9三｝。

翌194？年2月21日の法令第4号の第一実施命令92｝では、その実施を州首相と内務省の管

轄下で遂行することなどが定められている93｝。

メクレンプルク州の法令集からは上記の諸規定の実施状況が窺える、例えば、翌1948年4

月3G日には、上記法令第4号と同法第一実施命令に基づいて、ヴィスマールの射撃関係のフ

エライシが財産を州に没収され、解散されている鮒。

1949年1月工5日には、スポーツ共同体登記に関する命令鮒が出された。この内容は、ザク

セン州（1948年11月16B）、テユーリンゲン州（1948年12月1日）、ザクセン・アンハルト

州（1949年1月28ヨ〉の内容とほぼ同じである鮒。

lV．各州政府のスポーツに関係する諸規定の時期、数、定められた事項

以上では各州のスポーツに関係する諸規定を州劉に還時的に明らかにした。重複す局箇所も

あるが、以下ではそれら諸規定の出された時期、数、定められた事項をもう一度整理、検討し

たい。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

｛。スポーツに関係する諸規定が出された時期と数

スポーツに関係する諸規定が出された時期は、テユーリンゲン州が1945年7月23日と最も

早い。しかし、このことについては、メクレンブルク州の諸規定が1946年からしかみられな

いことに留意する必要があろう。
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各州のスポーツに関係する諸規定の数は、ザクセン州6、テユーリンゲン州7、プランデン

ブルク州鼠ザクセン・アンハルト州6、メクレンブルク州4であった。このことについては

先にも述べたようにザクセン・アンハルト州では、1946年以前ザクセン州の諸規定が有効で

あったこと、及び上記のメクレンプルク州のことに留意しなければならない。

2．各州政府のスポーツに関係する諸規定によって定められた事項

1）ナチス期のスポーツの消算、排除

SBZ諸州のスポーツに関する諸法規で多くを占めるのはナチス期のスポーツの消算、排除

に関する規定である。

①スポーツ関係者の逮捕・処罰及び公職追放

非ナチ化は、非軍事化、非カルテル化、民主化とともに連合国の対ドイツ占領政策の中心部

分をなしていた。SBZにおいてユ948年3月までに公務や私企業の要職から追放された「ナチ

犯罪人」・「積極的ナチス」は、52万734人に達する97｝。連合国はスポーツ界においてもス

ポーツの再建と指導からナチスを排除するという意図のもと、スポーツの政治的浄化＝非ナチ

化政策を遂行した。このためにACCは法令第2号（1945年10月10日）、法令第10号（1945

年12月20日）、訓令第24号（1946年1月ユ2日）、訓令第38号（1946年10月12日）を琵し、

SMADは最高司令官指令第201号（1947年8月16日）を発した。

このスポーツ関係者の公職追放などについては、テユーリンゲン、ザクセン、ブランデンブ

ルク、ザクセン・アンハルト各州がそれを定めていた。これらの州では戦前ナチスと結びつき

を持ち、ナチス期のスポーツに大きな役割を果たしたNSRL、　HJ、　SS、　SA等の関係者を主に

ACC訓令第24号及び第38号、　SMAD最高司令官指令第201号に塞ついて処罰し、公的機関

から排除しようとする動きが窺える。また、テユーリンゲン州やザクセン州ではACCや

SMADの諸規定に先立ちスポーツの非ナチ化が自指されていることも特徴的である。

②スポーツ組織の活動の禁止、解散、財産の差し押さえ

上述の非ナチ化の問題とも重複するが、ACCは声明第2号（1945年9月20日）、法令第2

号（1945年10月10日）、法令第8号（1945年11月30日）、訓令第23号（1945年12月17

日う、法令第34号（1946：年8月20日）によって、ドイツのスポーツ組織に対し、活動の禁止、

解散、財産の差し押さえ等の措置を講じ、SMADは、1945年7月31　Bの指令95，、最高司令官

指令第80号（1945年9月29日）、同指令第124号（1945年10月30日）、同指令第126号

（1945年10月31日）などによってスポーツ組織の解散、財産の差し押さえなどに関する措置

を講じていた．

このスポーツ組織の活動の禁止、解散、財産の差し押さえについては、全州がそれを定めて

いる。それらは大きくは、1）ナチス期のスポーツに大きな役割を果たしたNSRL、　SS、　SA、

HJ関係の組織（全州）、2）ドイツに伝統的なフェラインそのもの（ザクセン州）、3）スポー

ツにかかわる青少年組織（ザクセン州、ブランデンブルク州）に区分される。主にSMADの

諸規定に基づいて、スポー・ツに関連する組織の活動の禁止、解散、財産の差し押さえを実施し

ようとする動きがSBZ全州で窺えるが、諸州の相違については今後検討が必要となろう。

③軍事的スポーツ施設の使溺の禁止

スポーツの非軍事化については、ACCは、声明第2号（1¢45年9月20日）、法令第2号
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（1945年10月10臼）、法令8号｛1945年1ユ月30日）、訓令第23号（1945年12月17日）、

法令第23号（1946年4月10日）、法令第34号（1946年8月20日）などによって、軍事的訓

練、軍事的プロパガンダ、軍事的活動の禁止、それら組織の解散などを定めていた。メクレン

ブルク州は、1946年軍事的なスポーツ施設（飛行艇基地、射撃・訓練施設などを含む）の使

用禁止を定めていたACC法令第23号の遂行を指示した。　ACC法令第23号に基づく州法規が

みられるのはメクレンブルク州のみである。

④珊法の破棄

プランデンプルク州は1945年10月20日、ナチス諸法令の廃棄を定めたSMAD最高司令富

指令第66号（1945年9月17日）、同指令第79号（1945年9月29日）に基づいて、ナチス諸

法令の廃棄を定めた。その廃棄するリストの中には、1936年に定められた則法も明記されて

いる。先にも述べたがナチス期にはこのHJ法によって、ドイツに数多く存在した青少年団体

は田に吸収されるか解散したり非合法になるしかなかった。

2）ザクセン州の早期からのスポーツの助成

SBZ諸州の中でもザクセン州が早期からスポーツの助成を定めていた。つまり、戦後間も

なく反ファシズム青少年委員会によるスポーツの助成（青少年のスポーツ活動の組織、スポー

ツ競技会の準備等）を具体的に定めたのはザクセン州のみであり、また、1946年1月という

早期に教育部門の課題としてスポーツ大会の開催などを定めていたのもザクセン州のみであっ

た。

3）1948年以後の教育機関によるスポーツの助成とスポーツ施設等の設置・保持

1948年以後になると、教育機関によるスポーツの助成をテユーリンゲン州（1948年7月、

1949年1月〉、ザクセン・アンハルト州（1949年5月）、ブランデンブルク州（1948年1月、

1949年1月、2月〉が定めた。その内容はスポーツ大会の開催、青少年スポーツ、ヴァンデル

ンの援助・管理、地域のレクリエーションの実施などである。特に、1949年1月のテユーリ

ンゲン州の規定と1949年5月のザクセン・アンハルト州の規定は類似している。これら3州

の規定は、教育機関の指導や青少年教育を一元化するために出されたSMAD最高司令官指・令

第156号11947年6月）に基づいて定められたものであることが特徴的である。

また、これらの州は、自治体の教育機関の課題として、スポーツ施設、ユースホステルの設

麗、保持等を定めている。

4）フェライン及びスポーツ共同体の申請及び登記

1946年という早期にプェラインの再申請に関する法規を出していたのはザクセン州のみで

あった．しかし、同州法令集の社団法人登記簿等にはこの時期新設されたスポーツ関係のフェ

ラインは見あたらない。

一方、解体されたスポーツフェラインに代わるスポーツ共同体の登記に関する法規について

は、各州内務省及び警察の主導の下、1948年11月から1949年1月にかけて、プランデンブ

ルクを除く4州でほぼ同じ時期に出されていることが特徴的である。このことは1948年10月

SBZにおいてドイツヌポ」ツ委員会及び州・郡スポーツ委員会が設立されたことなどとも関

連すると考えられ、今緩検討が必要である。

5）州としてのFDJの援助

テユーリンゲン州とザクセン・アンハルト州はともに1949年に、SMAD最高司令官指令第
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156号に基づく規定の中で、設立当初からKPDのかかわりが大きかったFDJとその児童機関

ユンゲ・ピオニールを州として援助することを定めている。また、同年ブランデンブルク州は

地域に存在するヴァンデルンのグループをFDJに組み込もうとしている。これらの州では

SEDのスポーツ分野での影響力の拡大が窺えるとともに、後年東ドイツにおいて問題とされ

た党と行政の一体化の問題が既にこの頃からこれらの規定の上にも現れ始めたように思われ

る。

6）その他

以上の他には、水上スポーツの練習上の注意（ブランデンブルク州、1945年）、水上スポー

ツの用具の登記（ザクセン・アンハルト州、1947年）、スポーツフイッシングフェライン等の

解散（ザクセン州、1948年）など水上スポーツに関わる規定がみられる。

V。結びに代えて

以上のように、本稿ではザクセン州以外の四つの州政府によって出されたスポーツに関係す

る諸規定の内容を明らかにするとともに、ザクセン州のものも含めそれらを整理、検討した。

ここでは、ザクセン州のスポーツに関係する諸規定だけではみえてこなかったどのようなご

とが本稿を通じてみえてきたのかということについて若干言及しておきたい。

第一は、諸州の法令集の性格とも関連するが、スポーツに関係する諸規定が出された時期、

数、内容には州によって類似、相違があることである。例えばザクセン州でみられた反ファシ

ズム青少年委員会によるスポーツの助成などは他州ではみられないものであった。これらの椙

違、類似の理由については、冒頭で述べたように、各州政府のスポーツ政策主体の構造関係、

各主体の意図及び変化から検討する必要があろう。

第二は、ザクセン州でもみられたが、主にSMADの諸規定に基づいて、戦前のスポーツに

関連する組織の活動の禁止、解散、財産の差し押さえを実施しようとする動きが他のすぺての

州でも窺えることである。このことは敗戦前に存在したフェラインが形式的な解散のあと再組

織し、存続することが許された西側3地区の状況と対置するものである。また、再組織が許可

されることのなかったスポーツフェラインに代わるスポーツ共同体の登記に関する規定が

1948年末から1949年初めにかけてブランデンブルク州を除く4州で主に内務省及び警察の主

導で出されていることも明ら、かとなった。

第三は、ザクセン州ではみられない動きが1948年1月以後、テユーリンゲン州、ブランデ

ンプルク州、ザクセン・アンハルト州においてみられることである。一つは、教育機関を中心

として青少年スポーツやヴァンデルンの助成、スポーツ施設の設置などをしようとする動きで

あり、もう一つは、設立当初からKPDの関与が強かったFDJ及びその児童組織を州として援

助しようとする動きである。教育機関の指導や青少年教育を一元化するために出された

SMAD最高司令宮指令第156号（1947年6月）に基づくこれらの動きは、戦後当初からのス

ポーツの非ナチ化、非軍事化とは異なる動きと考えられ、今後検討が必要であろう。

一
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